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飯
山
市
の
市
税
収
納
率
は

　

平
成
18
年
度
に
新
た
に
課
税

し
た
市
税(

国
民
健
康
保
険
税

除
く)

の
収
納
率
は
97
・
０
％

と
な
り
ま
し
た
が
、
前
年
度
ま

で
の
累
積
滞
納
額
も
含
め
た

収
納
率
は
県
下
19
市
中
18
位

税
の
公
平
性
を
守
る
た
め

納
税
に
ご
協
力
を

収
納
率
は
85
・
９
％
と
、
県
下

19
市
中
で
下
位
よ
り
２
番
目
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
19
市

の
平
均
91
・２
％
を
お
よ
そ
５
％

下
回
る
も
の
で
す
。

　

飯
山
市
の
市
税
収
納
率
は
平

成
16
年
度
に
最
低
と
な
る
83
・

市税の滞納額・収納率の実績（19 年度以後は目標値）

８
％
ま
で
落
ち
込
み
そ
の
後
回

復
し
ま
し
た
が
、
依
然
と
し
て

低
迷
し
て
い
ま
す
。
税
目
別
で

は
個
人
市
民
税
が
95
・
８
％
で

19
市
中
１
位
、
軽
自
動
車
税
も

96
・
３
％
で
同
１
位
と
な
り
ま

し
た
が
、
法
人
市
民
税
は
95
・

３
％
、
固
定
資
産
税
は

79
・
１
％
で
両
税
と
も

最
下
位
と
な
っ
て
い
ま

す
。
特
に
固
定
資
産

税
に
関
し
て
は
現
年
度

課
税
の
収
納
率
は
95
・

６
％
で
す
が
、
滞
納
分

に
つ
い
て
は
8.3
％
。
長

引
く
地
方
経
済
の
低
迷

に
よ
り
過
大
な
資
産
を

抱
え
た
事
業
者
の
滞
納

整
理
が
進
ん
で
い
な
い

状
況
で
す
。

収
納
率
の
向
上
に
向
け

一
層
取
り
組
み
を
強
化

　

も
し
税
金
が
な
か
っ

た
ら
…
地
方
自
治
の

仕
事
は
立
ち
ゆ
か
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
税
金
が
滞
納
と
な
っ
た

と
き
に
、
強
制
的
に
税
を
徴
収

す
る
仕
組
み
「
滞
納
処
分
」
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
住
民
す
べ
て

が
「
税
金
は
納
期
内
に
納
め
る

も
の
」「
税
は
公
平
な
も
の
」
と

い
う
意
識
が
確
保
で
き
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
市
財
政
の
貴
重
な
自

主
財
源
を
得
る
た
め
、
収
納
率

を
今
後
５
年
間
で
19
市
の
平
均

と
な
る
92
％
台
に
引
き
上
げ
る

事
を
目
指
し
、
従
来
に
増
し
て
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18
累積滞納額 405 414 437 438 375 337 348
収　納　率 86.9 86.3 85.0 83.9 83.8 86.0 85.9

■これまでの滞納額・収納率の実績（単位： 滞納額…百万円、収納率…％）

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23
累積滞納額 313 278 243 208 173
収　納　率 86.5 87.8 89.1 90.4 91.8

■今後の滞納額・収納率の目標値（単位： 滞納額…百万円、収納率…％）

年度

　法に従い、きちんと差し押
さえを実行し換価出来るもの
は換価処分します。また差押
物件がない場合は、納付誓約
をしていただき滞納の解消に
努めます。差し押さえは、不
動産（土地、建物）に限らず
自動車、建設機械、そして有
価証券や預金、生命保険、給
与などさまざまな財産が対象
となります。

（百万円） （％）

　公売は動産に限らず、不動
産や自動車にも対象を広げ、

「滞納は許さない」
という姿勢を示し、
滞納の解消を目指
します。

収納率向上対策
　税の公平性確保のため、こ
れらの滞納処分を一層強化し
て取り組みます。

　長野県個人県民税対策室の
２名に併任辞令を発令し、協
働して高額および困難事例の
滞納整理を強化します。

滞
納
に
関
し
て
強
い
姿
勢
で
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
特
に
右

記
の
と
お
り
収
納
率
向
上
対
策

を
強
化
し
て
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

一
層
の
ご
理
解
ご
協
力
を
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
税
務
課 

収
税
係

☎
�
３
１
１
１　

内
線
１
６
３
、１
６
６

① 差し押さえの強化

②インターネット公売の拡充

③長野県との徴収事務の連携

※累積滞納額・収納率は端数を四捨五入
※19 年度以後の目標値は、いずれも18 年度税額を基準に算出①

「
住
基
カ
ー
ド
」
の
取
得

市
役
所
市
民
課
の
窓
口
で
、「
住

基
カ
ー
ド
」発
行
の
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
カ
ー
ド
発
行
に

約
２
週
間
か
か
り
ま
す
。

（
費
用
：
５
０
０
円
）

　

市
税
の
滞
納
処
分
で
差
し

押
さ
え
を
し
た
財
産
に
つ
い
て

公
売
を
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
公
売
の
第
３
～
第
５
回
を

実
施
し
ま
し
た
。
結
果
は
第

３
回
（
７
月
）
が
31
件
中
29

件
の
物
件
が
落
札
し
、
落

札
総
額
１
０
５
万
１
５
３
４

円
（
見
積
価
格
の
約
4.5
倍
）、

第
４
回
（
８
月
）
は
24
件
中

す
べ
て
の
物
件
が
落
札
さ
れ

２
１
７
万
８
７
８
２
円
（
見
積

価
格
の
5.2
倍
）
で
し
た
。
先
月

行
な
わ
れ
た
第
５
回
の
結
果
は

左
表
の
と
お
り
で
す
が
、
13
件

中
す
べ
て
の
物
件
が
落
札
さ
れ

落
札
額
は
14
万
５
６
０
円
（
見

積
価
格
の
4.8
倍
）
で
し
た
。

　

市
で
は
今
後
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
公
売
を
実
施
し
て
い
く

予
定
で
す
の
で
よ
ろ
し
く
ご
支

援
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

第
６
回
の
日
程

◇
申
込
期
間

   

11
月
15
日
㈭ 
午
後
１
時
～

　
　

 

11
月
29
日
㈭ 
午
後
５
時

◇
入
札
期
間

   

12
月
４
日
㈫ 

午
後
１
時
～

     

12
月
６
日
㈭ 

午
後
１
時
30
分

◇
買
受
代
金
納
付
期
限

　
12
月
13
日
㈭
午
後
２
時
30
分

◇
下
見
会

   

11
月
27
日
㈫

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

◇
公
売
物
件

　
動
産
33
件
を
予
定

◇
お
問
い
合
わ
せ

　
市
役
所
税
務
課
収
税
係

　
☎
�
３
１
１
１

　
（
内
線
１
６
３
、１
６
６
）

品名 落札価格
（円）

見積額対比
（倍）

つぼ 2,000 1.0
つぼ 2,000 1.0
酒器 3,550 3.6

湯飲み 4,210 4.2
つぼ 7,750 1.6
つぼ 5,500 1.1

一輪挿し 31,600 31.6
茶道具 8,950 4.5

鉢 5,250 5.3
香炉 14,000 7.0

ぐい飲み 5,750 2.9
観音像 9,000 4.5
香炉 41,000 13.7
計 140,560 4.8

第 5 回 インターネット公売
落札結果 イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
結
果
・
予
定

②
「
電
子
証
明
書
」
の
取
得

住
基
カ
ー
ド
発
行
後
に
、
市
民

課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
費
用
：
５
０
０
円
）

③
IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購
入

住
基
カ
ー
ド
を
読
み
込
む
た
め

に
必
要
と
な
り
ま
す
。
市
内
の

家
電
販
売
店
等
で
予
約
注
文
で

購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
費
用
：
４
０
０
０
円
程
度
）

④
「
開
始
届
出
書
」
の
提
出

ｅ
ー
Ｔ
ａｘ
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
提
出
で
き
る
ほ

か
、書
面
で
も
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
①
と
同
時
に
手
続

き
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
）

 

ｅ
ー 

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に

 

必
要
な
手
続
き

ｅ
ー 

Ｔ
ａ
ｘ 

始
め
て
み
ま
せ
ん
か

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
自
宅
か
ら
申
告

イ
ー
タ
ッ
ク
ス　所得税をはじめとした国税を

インターネットを利用して申告
したり、ＡＴＭやインターネット
バンキングにより
納税できる国税
電子申告・納税
システムです。

「ｅ－Ｔａｘ」とは

　

国
税
の
電
子
申
告
・
納
税

シ
ス
テ
ムｅ― 

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
に

は
、
事
前
の
届
出
や
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド
）、

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

い
ま
電
子
申
告
す
る
と

導
入
費
用
相
当
の
所
得
税
額
が
控
除

　

平
成
19
年
分
ま
た
は
20
年

分
の
申
告
時
に
電
子
申
告
し
た

場
合
に
限
り
、
所
得
税
額
か
ら

５
０
０
０
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
税
務
課
市
民
税
係

（
☎
�
３
１
１
１  

内
線
１
６
１
、

１
６
２
）
ま
た
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　市税の滞納は、市の事業やサービスを実施
していくうえで大きな障害となります。
　12 月は年末収納強化月間として、未納者に
は税務課職員が勤務先へ出向いたり、昼間留
守のお宅には夜間徴収に伺います。
　納め忘れがないよう、もう一度納付書や口
座の残額をご確認ください。納期限内の納税
に一層のご協力をお願いいたします。

納期限内の納税にご協力を

　◇ 11月25日（日）
  ◇ 12 月23日（日）
※12 月は最終週ではありませんのでご注意ください
・場所　市役所１階　税務課窓口
・時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時
・お問い合わせ　市役所税務課収税係
　　　　　　  　☎ 62－3111 内線 163、166

日曜収納日のご案内（11月・12 月分）

棒グラフ…累積滞納額、折れ線グラフ…収納率

これまでの
実績値

今後の
目標値


